
当会は、様々な理由によって身元保証人のいない方々の保証人を請け
負っております。さらに、そういった方々の生活先般を24時間365日サ
ポートし、普段の生活や亡くなった後の不安を取り除く活動をしています。 
今般、国連が定めた「持続可能な開発目標 SDGs」の趣旨に賛同し、
当社の事業を通じて持続可能な社会の実現を目指して、下記の取り
組みを実施していくことを宣言します。 

宣言日 

宣言者 

2024年2月1日 

一般社団法人 しんらいの会 
   理 事 長   青木  規幸  

重点的な取組テーマ 取組内容 関連するゴール 

安心されるサポートの 
 

提供 

 サポートを必要とするすべての方々にサー
ビスを提供するための仕組みを構築し、
身元保証や生活支援、金銭預託・金
銭管理、葬送支援に取り組み、高齢者
を生涯にわたりご支援いたします。 

信頼される 
 

事業運営 

 弁護士、税理士、司法書士、住職等の
市民を代表する理事会により、試算表に
基づき健全な運営のチェック励行に努め
ます。 

 各種法令の遵守、コンプライアンス意識
の醸成に努めます。 

社会貢献への 
 

取り組み 

 ボランティアや無料セミナーの開催など
CSR活動に取り組み、地域活性化・社
会貢献に努めます。 

 職場体験受け入れなど、地域の次世代
を担う人材の育成に貢献します。 

SDGs(Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標)は2015年に国連サ
ミットで採択された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。 
17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない(leave no one 
behind)を誓い、国、地方自治体、企業、市民すべてに行動が求められています。 


